
偶
者
を
有
す
る
者

・�

特
別
障
害
者
で
あ
る
扶
養
親
族
を

有
す
る
者

※�

そ
の
給
与
な
ど
の
収
入
金
額
が

1
，
0
0
0
万
円
を
超
え
る
場
合

は
、
1
，
0
0
0
万
円

②�

給
与
所
得
と
年
金
所
得
の
双
方
を

有
す
る
者
に
対
す
る
所
得
金
額
調

整
控
除

　
そ
の
年
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給

与
な
ど
の
金
額
お
よ
び
公
的
年
金
な

ど
に
係
る
雑
所
得
の
金
額
が
あ
る
居

住
者
で
、
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与

な
ど
の
金
額
お
よ
び
公
的
年
金
な
ど

に
係
る
雑
所
得
の
金
額
の
合
計
額
が

10
万
円
を
超
え
る
者
の
総
所
得
金
額

を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
給
与
所
得

控
除
後
の
給
与
な
ど
の
金
額
（
※

1
）
お
よ
び
公
的
年
金
な
ど
に
係
る

雑
所
得
の
金
額
（
※
2
）
の
合
計
額

か
ら
10
万
円
を
控
除
し
た
残
額
が
、

給
与
所
得
の
金
額
（
※
3
）
か
ら
控

除
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

�

（
※�

1
）
そ
の
給
与
所
得
控
除
後
の

給
与
な
ど
の
金
額
が
10
万
円
を

超
え
る
場
合
に
は
、
10
万
円

（
※�

2
）
そ
の
公
的
年
金
な
ど
に
係

る
雑
所
得
の
金
額
が
10
万
円
を

超
え
る
場
合
に
は
、
10
万
円

（
※�

3
）
上
記
①
の
所
得
金
額
調
整

控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額

⑺
医
療
費
控
除

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

領
収
書
の
提
出
の
代
わ
り
に
「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要

で
す
。
平
成
29
年
分
か
ら
令
和
元
年

分
ま
で
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、

経
過
措
置
と
し
て
従
来
ど
お
り
領
収

書
の
添
付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と

も
可
能
で
し
た
が
、
令
和
２
年
分
は

経
過
措
置
が
終
了
し
て
い
ま
す
。

■
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

①
給
与
所
得
が
あ
る
方

・�

給
与
の
収
入
金
額
が
年
間
で

　
2
，
0
0
0
万
円
を
超
え
る
方

・�
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
か
つ
、
そ
の
給
与
の
全
部
が

源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合

で
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与
所

得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

・�

給
与
を
2
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
て
、
か
つ
、
そ
の
給
与
の
全
部

が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合

で
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た

給
与
の
収
入
金
額
と
各
種
の
所
得

金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所
得
を

除
く
）
と
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
る
方

※�

給
与
所
得
の
収
入
金
額
の
合
計
額

か
ら
、
所
得
控
除
の
合
計
額
（
雑

損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
附
金

控
除
お
よ
び
基
礎
控
除
を
除
く
）

を
差
し
引
い
た
金
額
が
1
5
0
万

円
以
下
で
、
さ
ら
に
各
種
の
所
得

金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所
得
を

除
く
）
の
合
計
額
が
20
万
円
以
下

の
方
は
、
申
告
不
要
で
す
。

②�

公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
が

あ
る
方

　
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
の

み
で
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所

得
の
金
額
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引

く
と
、
残
額
が
あ
る
方

※�

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

4
0
0
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
そ

の
公
的
年
金
な
ど
の
全
部
が
源
泉

徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
い

て
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所

得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
は
不
要
で
す
。�

※�

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
に
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※�

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
住
民
税
の
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③
退
職
所
得
が
あ
る
方

　
外
国
企
業
か
ら
受
け
取
っ
た
退
職

金
な
ど
の
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い
も
の

が
あ
る
方

※�

退
職
金
な
ど
の
支
払
者
に
「
退
職

所
得
の
受
給
に
関
す
る
申
告
書
」

を
提
出
し
た
場
合
は
申
告
不
要
で

す
。

④
①
～
③
以
外
の
方

　
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
額
（
譲

渡
所
得
や
山
林
所
得
を
含
む
）
か
ら

所
得
控
除
を
差
し
引
き
、
そ
の
金
額

（
課
税
さ
れ
る
所
得
金
額
）
に
所
得

税
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
税
額

か
ら
配
当
控
除
額
を
差
し
引
い
た
結

果
で
残
額
の
あ
る
方

※�

①
～
④
以
外
に
も
申
告
書
の
提
出

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
不
明
な
点
は
税
務
署
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

e-

T
a
x
と
は
、
所
得
税
、
消

費
税
、
贈
与
税
な
ど
の
申
告
手
続
を

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
の
観
点
か
ら
も
ご
自
宅
か
ら
の

e-

T
a
x
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

詳
し
く
は
、
e-

T
a
x
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方　

e-

T
a
x
申
告
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

・�

０
５
０
で
始
ま
る
電
話
番
号
で
お

か
け
に
な
る
場
合

　
☎
０
３

－
６
６
３
０

－

２
５
２
５

　
令
和
２
年
分
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
は
、
老
齢
・
退
職
を
支
給
事

由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

全
員
へ
日
本
年
金
機
構
よ
り
順
次
送

付
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い
場

合
や
紛
失
し
た
場
合
な
ど
は
、
電
話

で
再
発
行
が
で
き
ま
す
の
で
、
年
金

事
務
所
ま
た
は
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

お
急
ぎ
の
場
合
は
年
金
事
務
所
な

ど
に
直
接
来
訪
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

来
訪
に
よ
り
再
交
付
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
必
要
書
類
な
ど
が
あ
り

ま
す
の
で
、
年
金
事
務
所
な
ど
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

・
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
０
４
３

－

２
４
２

－

６
３
２
０

　
（
自
動
音
声
案
内
）

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０

－

０
５

－

１
１
６
５

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

・�

０
５
０
で
始
ま
る
電
話
番
号
で
お

か
け
に
な
る
場
合

　
☎
０
３

－

６
７
０
０

－

１
１
６
５

■
注
意
事
項

　
再
発
行
の
手
続
き
や
問
い
合
わ
せ

の
際
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は

基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
を
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場

合
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の

年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
の

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
は
、
日
本
年
金

機
構
よ
り
順
次
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
紛
失
し
た
場
合
な
ど
は
電
話
で
再

発
行
が
で
き
ま
す
の
で
、
年
金
事
務

所
ま
た
は
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

再
発
行
に
は
お
お
む
ね
１
週
間
程

度
か
か
り
ま
す
。

■
問
合
せ

・
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
０
４
３

－

２
４
２

－

６
３
２
０

　
（
自
動
音
声
案
内
）

・
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０

－

０
０
３

－

０
０
４

年金
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
・
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

紛
失
時
な
ど
再
発
行
が
可
能
で
す

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
と
「
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票
」
を
紛
失
し
た
際
は
、
年
金
事
務
所
な
ど
に
連
絡
す
れ

ば
再
発
行
が
で
き
ま
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
2

問

　

 

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
の

　
再
発
行
に
つ
い
て

　

 

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

　
票
の
再
発
行
に
つ
い
て

旧優性保護法による
優生手術などを　　
　　　　受けた方へ
　平成31年４月に成立し、公布・施
行された「旧優性保護法一時金支給
法」に基づいて、優生手術などを受け
た方に一時金を支給しています。

■対象者
　以下の①または②に該当する方で、
現在生存されている方
①�昭和23年９月11日から平成８年９
月25日までの間に、旧優生保護法
に基づき優生手術を受けた方（母体
保護のみを理由として手術を受けた
方は除く）
②�①のほか、同じ期間に生殖を不能に
する手術または放射線の照射を受け
た方（母体保護や疾病の治療を目的
とするなど、優生思想に基づくもの
でないことが明らかな手術などを受
けた方を除く）

■請求手続き
　千葉県の窓口に請求書を提出してく
ださい。（郵送による提出も可能）
※�請求書や添付書類（診断書・領収
書）の様式は、厚生労働省のホーム
ページに掲載しているほか、千葉県
のホームページや窓口などでも入手
できます。　

■請求期限
　令和６年４月23日㈫
■一時金の金額
　320万円（一律）
※�支給決定後、ご指定の金融機関の口
座に独立行政法人福祉医療機構から
振り込まれます。

■問合せ
・�千葉県健康福祉部児童家庭課母子保
健班　☎043-223-2332
・�山武健康福祉センター地域保健課
　☎0475-54-0611
※�受付時間は午前９時～午後５時（土
日祝日、年末年始を除く）
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